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〔開会 午前１０時００分〕 

議長（南靖久議員） これより平成２９年第２回尾鷲市議会定例会を開会いたします。 

 開会に当たり、市長より御挨拶があります。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） 皆さん、おはようございます。 

 議員の皆様には、大変お忙しい中、平成２９年第２回定例会に御出席を賜りま

して、まことにありがとうございます。 

 本定例会には、「尾鷲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につ

いて」を初めとする議案６件と、「公益財団法人尾鷲文化振興会の平成２８年度

事業報告及び決算について」の報告１件を提出させていただきました。何とぞよ

ろしく御審議をいただき、御承認を賜りますようお願い申し上げ、簡単ではござ

いますが、開会の御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

議長（南靖久議員） これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。よって、会議は成立しております。 

 最初に、議長の報告ですが、お手元の報告書は朗読を省略し、これより議事に

入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元の議事日程第１号により取り進めたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８７条の規定により、議長において、３

番、奥田尚佳議員、４番、楠裕次議員を指名いたします。 

 次に、日程第２、「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、お手元の会期日程表のとおり、本日から７月１９日までの

１６日間といたしたいと思います。これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（南靖久議員） 御異議なしと認めます。よって、会期は、本日から７月１９日

までの１６日間と決定いたしました。 

 次に、日程第３、議案第３５号「尾鷲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部改正について」から日程第８、議案第４０号「平成２８年度尾鷲市水道事
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業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定について」までの計６議案を一括

議題といたします。 

 ただいま議題となりました６議案につきましては、朗読を省略し、直ちに提案

理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） 開会に当たりまして、新しい議会体制も整い、新たなスタート

をされたわけでございますが、私におきましては、任期満了まで市政発展のため

全力で取り組んでまいりますので、議員の皆様方におかれましても、市政運営に

格別の御協力を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。 

 それでは、平成２９年第２回定例会に当たり、議案についての御説明に先立ち

まして、当面する諸課題の現況説明及び市政の要点を申し述べ、議員各位並びに

市民の皆様の深い御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 初めに、災害時の防災協定についてであります。 

 去る６月８日に第三銀行尾鷲支店との間で、災害時におきまして相互に協力し、

迅速かつ円滑な復興・復旧対策等を行う災害協力に関する協定を締結いたしまし

た。これにより、相互応援並びに営業時間内における施設利用として、津波来襲

時に逃げおくれた場合、同社の協力により避難ビル等として使用できることが可

能となりました。 

 また、同日、三紀産業株式会社と避難所施設・物資拠点等利用に関する協定を

締結いたしました。これにより、大規模災害時におきまして、国・県内外から届

けられる支援物資の集積拠点等として、復興に向け効果的な協定締結となりまし

た。 

 これまでに結んでいる協定に加え、新たに２件の協定を結ぶことで、より災害

に強いまちづくりを進めることができたものと感じております。 

 次に、防災訓練についてであります。 

 去る６月２５日、三木里町地内におきまして、土砂災害に対する住民の意識向

上や防災関係機関等とのさらなる連携強化を図ることを目的に、平成２９年度尾

鷲市土砂災害総合防災訓練を実施いたしました。 

 今回の訓練は、大雨により市内全域に避難勧告が発令される中、三木里地域に

大規模な土砂災害が発生したという想定のもと、尾鷲市建設業協会による瓦れき

の除去を皮切りに、三重県ドローン協会による三木里町地内の偵察、特別養護老
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人ホームあさひを舞台とした救助訓練を行っております。 

 さらには、災害に強い物流システム構築に向けての実践として、市内企業によ

る陸上からの物資輸送、海上保安庁による海上からの物資輸送、雨天の都合によ

り中止となりましたが、自衛隊ヘリによる空からの物資輸送を想定に行っており

ます。 

 このような訓練を通じて、災害発生時における防災関係機関の適切な役割分担

と相互の連携を検証することで、今後の防災対策に活用してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、林業の振興についてであります。 

 農林水産省が平成２８年度に新たに創設した制度である日本農業遺産に本年３

月、急峻な地形と日本有数の多雨が生み出す尾鷲ヒノキ林業システムが認定され、

翌月には今回認定された７地域とともに、日本農業遺産地域認定証授与式へ出席

してまいりました。 

 この尾鷲ヒノキ林業システムは、当地域の自然環境や社会環境に適応しながら

形づくられてきたシステムであり、それにかかわって育まれた文化や産業が地域

に深く根差していることからも、この高品質な尾鷲ヒノキを持続的に生産する独

自の伝統的技術を地域の誇りとして将来に受け継がなければならないと考えてお

ります。 

 また、これを契機として産・学・官が一丸となり、尾鷲ヒノキのさらなるブラ

ンド力の向上に取り組み、より一層、林業の振興や地域の活性化につなげてまい

りたいと考えております。 

 次に、食のまちづくりの推進についてであります。 

 本市では、「食」のまちづくり基本計画を策定し、第６次尾鷲市総合計画後期

基本計画におきましても、重点的な取り組みであるおわせ人づくりの推進エンジ

ンとして食を位置づけております。 

 その取り組みの一環として、尾鷲商工会議所と連携のもと、市内飲食店や製造

業者を対象としたおわせいっぴんＬＡＢＯを開催し、専門家による食を共通テー

マとしたセミナーや個別相談会を実施し、飲食業の新たなメニュー開発、製造業

の新たな特産品開発を支援してまいります。 

 また、これら事業の進展により、各実行委員会等で取り組まれております尾鷲

旬のコツまみバルやおわせ棒等の食の関連イベントと相乗効果を図りながら、本

市の食の魅力を発信し、地域内外から町なかへの誘客につなげてまいりたいと考
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えております。 

 さらには、新たに開発された特産品を来訪者のお土産品や尾鷲まるごとヤーヤ

便、ふるさと納税の返礼品として活用しながら、今後も地域内外へ尾鷲の食の魅

力をＰＲし、食のまち尾鷲としてのブランド化につなげていく必要があると考え

ております。 

 このような中で、昨年、尾鷲金盛丸の極上まぐろの角煮がＪＡＬ国際線ファー

ストクラスに採用されたことに続き、本年６月から８月の３カ月間、平山農園の

アマナツジュースを使用した甘夏のプリンが１４カ国に向かうＪＡＬ国際線ビジ

ネスクラスのデザートに採用されるなど、尾鷲の食が評価されてきております。 

 次に、食のまちづくりにおける地域おこし協力隊の活動状況についてでありま

す。 

 まず、九鬼地区では、地域食材を活用した地域で唯一の食事どころ、網干場を

運営しており、全国ネットのテレビに取り上げられて以降、多くのお客様に御来

訪をいただいております。 

 また、早田地区では、漁港で水揚げされた魚を産地直送するうみまかせや都市

部での魚のさばき会の取り組みに加え、市内から車にて１時間圏内の地域への移

動販売を行うなど、早田町のＰＲに努めております。 

 さらに、梶賀地区では、軽食や特産品などを販売する網元ノ家をオープンさせ、

本年４月には株式会社梶賀コーポレーションを地域の方たちと設立し、あぶりを

中心とした水産加工品の販路拡大に努めております。 

 一方、尾鷲観光物産協会駐在の協力隊におきましては、本協会と協力しながら、

尾鷲まるごとヤーヤ便やふるさと納税の返礼品を中心に、市内各事業者と連携し

商品やＰＲ企画を行うとともに、これらの取り組みについてＳＮＳ等での情報発

信を行っております。 

 これら協力隊の活動を通じ、各地区におきましての食を中心としたまちづくり

が進んでいるものと感じております。 

 次に、子育て支援の推進についてであります。 

 市民の皆様と子育てについて話し合う尾鷲子育てまちづくり座談会については、

今月６日に第１０回座談会を熊野古道センターで開催する予定で、これまでの座

談会で提案され、実行してきた内容に加え、新たな提案をいただきながら、地域

に密着した子育て支援の構築を目指してまいります。 

 また、妊娠期から子育て期にわたる途切れのない支援を行う子育て世代包括支
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援センターの設置についても、庁内各課が連携しながら体制づくりを進めており、

子育て支援、発達支援、児童虐待防止など、保護者のニーズに対し包括的に対応

できるワンストップ拠点としての役割が重要なことから、引き続き取り組んでま

いります。 

 このように、本市の魅力を生かしながら子育て世代のニーズに応える取り組み

を進め、「子育てしたい・しやすいまちづくり」につなげてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、保育所整備の進捗状況についてであります。 

 尾鷲市保育所整備基本計画に基づき、平成２７年度に矢浜保育園を、昨年度に

は尾鷲第三保育園を津波浸水予想区域から安全な高台へと移転整備を行い、現在、

尾鷲第四保育園の建設に取り組んでおります。 

 これにより本計画に基づく整備が完了することとなり、園児に対して安全でよ

りよい保育環境と、保護者が安心して働ける環境を提供できることになります。 

 次に、学校教育の充実についてであります。 

 学力向上の取り組みについては、文部科学省が行う全国学力・学習状況調査及

び県教育委員会によるスタディ・チェックが去る４月１８日に実施されました。

各校では、自己採点と分析をし、自校の強み、弱みを把握した上で、児童・生徒

の学力向上を目指し、日々の授業内容充実のため、改善に努めているところであ

ります。 

 また、教員の指導力向上を図るため、自校の児童・生徒の課題に応じた研修テ

ーマを設け、授業研究を中心とした取り組みについても鋭意推進しております。 

 今後は、教育委員会におきまして尾鷲市学力検討委員会を立ち上げ、全国学

力・学習状況調査の市全体としての結果分析を行い、さらに、尾鷲市学力向上委

員会を組織し、各学校の実践事例を共有し合いながら、学力向上に向けた取り組

みを継続してまいりたいと考えております。 

 次に、三木・三木里小学校の再編についてであります。 

 昨年度、新しい学校づくりに向けた統合検討基礎調査を行い、これを参考にし

ながら両地区の役員や両校のＰＴＡの皆さんでつくる学校づくり協議会において

学校再編に向け課題の協議を進めており、引き続き検討してまいります。 

 次に、国体競技種目誘致についてであります。 

 平成３３年開催の第７６回国民体育大会、通称三重とこわか国体における正式

競技では、水泳競技の中のオープンウォータースイミング種目の大会誘致を進め
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ております。本年も７月３０日に、愛媛国体の三重県代表選手選考会を兼ねたオ

ープンウォータースイミング三重オープン２０１７尾鷲を三木里海岸で行います。 

 ことしの大会は、日本水泳連盟の全国１２カ所の認定大会として承認されたこ

とに伴い、サーキットシリーズとしてポイントランキングにより、年間チャンピ

オンを決める大会に位置づけられました。このことから、三木里海岸での大会に

も全国トップクラスの選手が参加することが予想され、ますます質の高い大会と

なっていくこととなります。 

 今後も尾鷲市体育協会、三重県水泳連盟、尾鷲・海山両水泳協会、三木里区な

ど関係機関と連携し、国体誘致を確実なものにしたいと考えております。 

 一方で、デモンストレーションスポーツは、ウオーキングとユニカールの開催

が決定しており、さらに、クッブという木を使ったニュースポーツについて、現

在県に申請中であり、採択が決まれば、尾鷲ヒノキのＰＲも兼ねて本競技の普及

にも努め、これらを本市の生涯スポーツの振興につなげてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、資源循環型社会の推進についてであります。 

 本市におきましては、循環型社会の構築に向けた取り組みとして、平成２５年

度に指定ごみ袋制度を導入し、ごみ排出量の削減と分別による再資源化を推進し

てまいりました。 

 今後におきましても、エリアワンセグ等による啓発活動や子供たちに対する環

境教育を通じて、市民の皆様とともに環境に対する理解と関心を深めながら取り

組んでいくことが必要であると考えております。 

 また、可燃ごみの処理施設につきましては、現施設の適正な維持管理と安定稼

働に努めるとともに、広域処理を前提とした広域ごみ処理施設整備の推進に向け

て、引き続き関係市町と連携していく必要があるものと考えております。 

 次に、都市基盤整備についてであります。 

 都市計画道路尾鷲港新田線は、本年度から県の都市計画事業としてスタートし、

現在、墓地の管理者調査を進めるとともに、土地や建物の補償に向けた調査を実

施すべく、県と市の担当者が地権者への説明を実施しているところであります。 

 さらに、折橋墓地の移転につきましては、本市におきまして移転先の検討及び

墓地関係者との調整等を実施しており、引き続きこの調整を進めてまいります。 

 今後も当路線の早期供用に向け、地元の皆様に御協力をいただきながら、県と

一体となって取り組んでまいりたいと考えております。 
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 次に、定住、移住の促進についてであります。 

 地域おこし協力隊である定住・移住コンシェルジュが４名体制となったことか

ら、本年３月１日より、森林組合おわせ尾鷲事業所内におわせ暮らしサポートセ

ンターを開設いたしました。本市の魅力や定住、移住に関する情報発信を初め、

大都市圏で行われる移住フェアへの積極的な参加や、九鬼町の移住体験住宅の利

活用、住まいのサポートとしての空き家バンクなど、移住者等の受け入れ体制を

強化しているところであります。 

 また、仕事のサポートを充実していくため、事業所の紹介に加え、後継者がい

ないことにより廃業を考えている方の事業を起業希望者に対して引き継いでいく

継業の取り組みなど、仕事に関する新たな情報を発信する仕事バンクについて、

引き続き尾鷲商工会議所と連携し、基礎調査を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、ふるさと納税についてであります。 

 昨年度におきましても、全国の皆様から本市への応援の気持ちとして、大変多

くの御寄附をいただくことができました。昨年度の実績といたしましては、３,

３３６件、約７,１００万円となっており、本年度におきましては、５月末時点

で９０２件、約２,１００万円のお申し込みをいただいているところであります。  

 また、本年度より返礼品を４５品から１０１品にふやすとともに、カタログに

つきましてもリニューアルをいたしました。 

 今後につきましても、引き続き尾鷲観光物産協会など関係団体と十分な連携、

協力を行うとともに、ふるさと納税南部まるごと発信事業の活用やインターネッ

トでのＰＲなど、さらに多くの御寄附がいただけるよう取り組んでまいりたいと

考えております。 

 次に、国民健康保険制度改革についてであります。 

 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する

法律により、国におきまして国民健康保険制度への財政支援の拡充を行い、財政

基盤を強化するとともに、都道府県が市町村とともに国民健康保険事業の運営を

担い、財政運営の責任主体として中心的な役割を果たすことになります。 

 来年度からは、県が国保特別会計を設け、県全体で必要となる医療費に充てる

ため、市町ごとの納付金と、それに見合う標準保険料率を提示するとともに、市

町におきましては、県が算定した納付金額を支払うため、県から示される標準保

険料率を参考に実際の保険料率を決定し、賦課、徴収を行うこととなります。 
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 今後におきましては、被保険者の資格管理、健康づくりなどの保険事業に取り

組みながら、制度改正に向け県と連携を密に準備を進めてまいります。 

 以上をもちまして、私の今任期の最後の市政報告となりますが、本市の財政状

況は大変厳しく、加えて、さまざまな諸課題が山積みされている状況にあります。

今後におきましては、議会と執行部がさらなる連携強化を図ることで市政運営の

両輪となり、本市が発展していくものと確信しております。 

 ２期８年間、皆様から御指導、御鞭撻を賜りましたことを心から感謝申し上げ、

今定例会の市政報告とさせていただきます。 

 それでは、今回提案しております議案について御説明いたします。 

 まず、議案第３５号「尾鷲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正

について」から議案第３８号「尾鷲市消防団員等公務災害補償条例の一部改正に

ついて」までの４議案について御説明いたします。 

 議案書の１ページをごらんください。 

 議案第３５号「尾鷲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい

て」につきましては、児童福祉法の改正に伴い、同条例の一部を改正するもので、

改正の概要といたしましては、所定の研修を修了した上で養子縁組里親名簿に登

録された職員の深夜勤務及び時間外勤務を制限するため、所要の改正を行うもの

であります。 

 次に、３ページの議案第３６号「尾鷲市職員の育児休業等に関する条例の一部

改正について」につきましては、議案第３５号と同様に、養子縁組里親名簿に登

録された職員の育児休業取得を可能とするため、また、育児休業の再取得や延長

ができる特別な事情として、保育所等に入所できない場合についても対象となる

よう、本条例の一部を改正するものであります。 

 次に、５ページの議案第３７号「尾鷲市職員退職手当条例の一部改正につい

て」につきましては、雇用保険法の改正により、失業等給付の給付内容等が変更

されることに伴い、失業者の退職手当について定めた本条例の一部を改正するも

のであります。 

 次に、８ページをごらんください。 

 議案第３８号「尾鷲市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について」につ

きましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正

する政令が本年４月１日より施行されたことに伴う同条例の一部改正であります。 

 改正の概要といたしましては、非常勤消防団員等に対する損害補償に係る補償
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基礎額について、非常勤消防団員等に扶養親族がある場合における加算額の改定

を行うものであります。 

 次に、議案第３９号「平成２８年度尾鷲市病院事業会計決算の認定について」

と議案第４０号「平成２８年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び

決算の認定について」の２議案につきましては、地方公営企業法第３０条第４項

の規定により、監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会の認定に付するも

のであり、それぞれ病院事務長及び水道部長から説明いたさせますので、よろし

くお願いを申し上げます。 

議長（南靖久議員） 内山病院事務長。 

〔尾鷲総合病院事務長（内山洋輔君）登壇〕 

尾鷲総合病院事務長（内山洋輔君） 議案第３９号「平成２８年度尾鷲市病院事業会

計決算の認定について」につきまして御説明申し上げます。 

 まず、決算の御説明の前に、平成２８年度の病院稼働状況について御説明申し

上げます。 

 平成２８年度尾鷲市病院事業会計決算書の１９ページの業務１．業務量、

（１）稼働状況をごらんください。 

 平成２８年度の入院患者数は一般病棟が５万７,１４２人、療養病棟が１万５,

１０２人、合計、延べ７万２,２４４人で、前年度と比較して２,６４１人増加し

ております。 

 外来患者数は延べ９万９,７１２人で、前年度と比較して１,６１９人減少して

おります。 

 また、病床利用率は、一般病棟の病床数１９９床に対して７８.７％、療養病

棟の病床数５６床に対して７３.９％、全体の病床利用率は７７.６％で、前年度

と比較して３.０ポイント上昇しております。 

 次に、２０、２１ページをごらんください。 

 科別患者取扱状況は、入院では、外科が１,７１５人、整形外科が３,６０３人、

小児科が４６人、皮膚科が１６５人、泌尿器科が３１５人増加しておりますが、

内科が２,５２３人、呼吸器外科が３７７人、産婦人科が２４４人、眼科が５９

人減少しております。 

 また、外来では、整形外科が１,７０７人、眼科が３４人増加しておりますが、

内科が９１１人、神経内科が２１３人、外科が６３８人、呼吸器外科が１４１人、

脳神経外科が３１１人、小児科が２７人、産婦人科が２２人、耳鼻咽喉科が１８
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３人、精神科が９人、皮膚科が３６２人、泌尿器科が２６１人、放射線科が２８

２人減少しております。 

 それでは、平成２８年度尾鷲市病院事業会計決算の主な内容について御説明申

し上げます。 

 １、２ページをごらんください。 

 （１）収益的収入及び支出の収入では、第１款病院事業収益の予算額４３億８,

９６５万６,０００円に対し、決算額は４５億７３８万１,８１２円で、予算額に

比べ１億１,７７２万５,８１２円の増であります。 

 次に、支出では、第１款病院事業費用の予算額４３億６,９６１万５,０００円

に対し、決算額は４３億３,５９９万６,９１９円で、不用額は３,３６１万８,０

８１円であります。 

 この報告書の各項につきましては、後ほど損益計算書で御説明いたします。 

 次に、３、４ページをごらんください。 

 （２）資本的収入及び支出の収入では、第１款資本的収入の予算額２億９,５

６７万１,０００円に対し、決算額は２億９,５６６万７,０００円で、予算額に

比べ４,０００円の減であります。 

 次に、支出では、第１款資本的支出の予算額４億５,７１５万円に対し、決算

額は４億５,２７９万８,８６３円で、不用額は４３５万１,１３７円であります。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億５,７１３万１,８６３円

につきましては、全額一時借入金で措置しております。 

 次に、５、６ページの損益計算書をごらんください。 

 １、医業収益は３９億３,４３１万１,３６７円、２、医業費用は４１億９,４

５２万２,４１４円で、医業損失は２億６,０２１万１,０４７円であります。 

 ３、医業外収益は５億６,１５３万４,９４８円、４、医業外費用は２億１,３

４２万２２０円で、医業外収支は３億４,８１１万４,７２８円であります。 

 この額から医業損失を差し引いた８,７９０万３,６８１円が経常利益でありま

す。 

 ５、特別利益は３１万７,２２７円、６、特別損失は１３２万８,６０９円で、

当年度純利益は８,６８９万２,２９９円であります。 

 これに前年度繰越欠損金２７億８,７４３万７,８９７円を加えた当年度未処理

欠損金は２７億５４万５,５９８円となり、この額を翌年度に繰り越しするもの

であります。 
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 次に、７、８ページの剰余金計算書をごらんください。 

 資本金の当年度末残高は、前年度末残高と同額の２億８５万６,０９５円であ

ります。 

 次に、資本剰余金の受贈財産評価額、寄附金及び国県補助金の当年度末残高は、

前年度末残高と同額のそれぞれ３,１３０万９,４１２円、１,８２７万６,６５０

円、１億６,６９６万３,７６２円であります。 

 その他資本剰余金は、非償却資産分に係る一般会計からの元金償還繰入金９７

９万２,０００円により、当年度末残高は２５億６,６３８万５,４２１円であり

ます。 

 これらを合計した資本剰余金の当年度末残高は、２７億８,２９３万５,２４５

円であります。 

 次に、利益剰余金は、当年度純利益８,６８９万２,２９９円により、当年度末

残高はマイナス２７億５４万５,５９８円であります。 

 次に、７ページ下段の欠損金処理計算書をごらんください。 

 いずれも当年度処分額はありませんので、資本金の処分後残高は２億８５万６,

０９５円、資本剰余金の処分後残高は２７億８,２９３万５,２４５円、未処理欠

損金の処分後残高はマイナス２７億５４万５,５９８円であります。 

 次に、９ページから１１ページまでの貸借対照表について御説明いたします。 

 まず、９ページ、資産の部をごらんください。 

 １、固定資産の（１）有形固定資産は、イからヘまでのそれぞれの資産額から

減価償却累計額を差し引いた３１億７,１６９万５,７００円であります。（２）

無形固定資産は、３２７万９,２００円であります。（３）投資その他の資産は、

１,８０３万８,１４３円で、これら固定資産合計は３１億９,３０１万３,０４３

円であります。 

 次に、２、流動資産は、（１）現金預金、（２）未収金、（３）貯蔵品、

（４）前払金を合わせた流動資産合計７億７,６７１万８,４９７円であります。 

 固定資産、流動資産を合わせた資産合計は３９億６,９７３万１,５４０円であ

ります。 

 次に、１０ページ、負債の部をごらんください。 

 ３、固定負債の（１）企業債は、平成３０年度以降償還予定の企業債２２億５,

６０３万６,６４７円であります。（２）引当金は、退職給付引当金として本年

度までに計上した１億６,１４１万５,５７８円であります。 



－１４－ 

 ４、流動負債の（１）一時借入金は３億８,０００万円で、前年度と比較して

７,０００万円の減であります。（２）企業債は平成２９年度償還予定の３億９

５４万１,９２４円であります。（３）未払金は１億２,７５６万９,８９１円で

あります。（４）引当金は、イ、賞与引当金１億６６３万８,３１１円、ロ、法

定福利費引当金１,９８９万５３８円で、引当金合計は１億２,６５２万８,８４

９円であります。（５）その他流動負債は２,１９９万５,２３８円で、流動負債

合計は９億６,５６３万５,９０２円であります。 

 ５、繰延収益は、収益化累計額を差し引いた長期前受金が３億３３９万７,６

７１円で、固定負債、流動負債、繰延収益を合わせた負債合計は３６億８,６４

８万５,７９８円であります。 

 次に、１１ページ、資本の部をごらんください。 

 ６、資本金は、２億８５万６,０９５円であります。 

 ７、剰余金の（１）資本剰余金は、イ、受贈財産評価額、ロ、寄附金、ハ、国

県補助金、ニ、その他資本剰余金を合計した２７億８,２９３万５,２４５円であ

ります。（２）欠損金は、イ、当年度未処理欠損金と同額の２７億５４万５,５

９８円となり、これを資本剰余金から差し引いた８,２３８万９,６４７円が剰余

金合計であります。 

 資本金と剰余金を合わせた資本合計は、２億８,３２４万５,７４２円、負債の

部と合わせた負債資本合計は、３９億６,９７３万１,５４０円で、９ページの資

産合計額と同額であります。 

 次に、１２、１３ページには、会計処理の基準及び手続を注記として記載して

おります。 

 以上が平成２８年度尾鷲市病院事業会計の決算説明であります。 

 なお、決算書の１４ページ以降には決算附属書類を添付しておりますので、御

参照の上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（南靖久議員） 尾上水道部長。 

〔水道部長（尾上廣宣君）登壇〕 

水道部長（尾上廣宣君） 議案第４０号「平成２８年度尾鷲市水道事業会計未処分利

益剰余金の処分及び決算の認定について」につきまして御説明申し上げます。 

 まず、議案の説明に入る前に、平成２８年度の水道事業の概況について御説明

申し上げます。 

 決算書の１３ページをごらんください。 
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 平成２８年度の給水戸数は９,５６６戸で前年度に比べて７９戸の減であり、

普及率は９９.８％でございます。年間総給水量は４００万６,２１９立法メート

ル、前年度と比較すると、給水量で９万５,７８０立法メートルの増、有収水量

で３万７,３６６立法メートルの増となっております。有収水量増加は、大口使

用量の増加が主な原因と考えております。 

 建設改良と維持管理につきましては、上水道において倉ノ谷町、新田町、野地

町地内の配水管布設替工事及び桂山配水池場内整備工事、向井加圧ポンプ場加圧

ポンプ他取替工事詳細設計業務委託を実施いたしました。簡易水道においては、

曽根町・須賀利町・三木里町・賀田町地内の配水管布設替工事及び早田地内配水

管改良工事、三木里浄水場送水ポンプ取替工事を実施いたしました。 

 次に、経理状況でありますが、収益的収支では、事業収益５億６,２５０万４,

３７３円に対し、事業費用４億７,７０９万７,５３４円で、差し引き８,５４０

万６,８３９円の純利益を計上することとなりました。 

 以上、概略説明を申し上げ、議案の説明をさせていただきます。 

 決算書の１ページをごらんください。 

 （１）収益的収入及び支出につきましては、収入の第１款水道事業収益、予算

額６億２２６万４,０００円に対し、決算額は６億４１４万４,８３４円で、予算

額を１８８万８３４円上回っております。 

 次に、支出の第１款水道事業費用、予算額５億２,５０４万１,０００円に対し、

決算額は５億１,３２７万４,３５９円で、１,１７６万６,６４１円の不用額を生

じております。 

 続きまして、３ページの（２）資本的収入及び支出につきましては、収入の第

１款資本的収入、予算額２,２２６万５,０００円に対し、決算額は２,３２７万

８８０円で、予算額より１００万５,８８０円上回っております。 

 次に、支出の第１款資本的支出、予算額２億９,２８３万８,０００円に対し、

決算額が２億８,２４０万１,３５４円であり、不用額は１,０４３万６,６４６円

となりました。 

 資本的収支において、収入額が支出額に対して不足する額２億５,９１３万４

７４円は、下段に記述してありますように、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額５４０万６,４０４円、当年度分損益勘定留保資金２億３５万５,０

１７円、減債積立金５,３３６万９,０５３円で補塡いたしました。 

 次に、５ページの損益計算書をごらんください。 



－１６－ 

 １、営業収益５億２,２１５万５,４４５円から２、営業費用４億１,３５１万

５,５０２円を差し引いた１億８６３万９,９４３円が営業利益で、これに３、営

業外収益４,０３４万８,９２８円を加え、４、営業外費用６,３２７万１,６７８

円を減額しますと、経常利益８,５７１万７,１９３円となります。この経常利益

に６、特別損失３１万３５４円を減額した８,５４０万６,８３９円が当年度純利

益となります。これに、前年度繰越利益剰余金１億６,２６３万３７０円と、減

債積立金の取り崩しにより発生するその他未処分利益剰余金変動額５,３３６万

９,０５３円を加えた３億１４０万６,２６２円が当年度未処分利益剰余金となり

ます。 

 次に、６ページの剰余金計算書をごらんください。 

 資本金当年度末残高は、１７億６,４６６万６,１３８円となっております。 

 資本剰余金につきましては、平成２６年度の制度改正により、負債繰延収益に

整理することになったため、前年度からの動きはなく、当年度末残高は４,６８

２万３８８円となります。 

 利益剰余金の部では、減債積立金は補塡財源として使用した５,３３６万９,０

５３円を減額した３億４,１５７万９,６８３円が当年度末残高となり、積立金の

使用額と同額が未処分利益剰余金に計上されます。 

 建設改良積立金は、前年度末残高と同額となります。 

 未処分利益剰余金の当年度残高は、先ほどの損益計算書で説明いたしました当

年度未処分利益剰余金３億１４０万６,２６２円で、利益剰余金合計は７億１,９

４２万１,９０１円となります。 

 次に、７ページの尾鷲市水道事業会計剰余金処分計算書（案）につきましては、

利益の処分について本議案において一括して御審議をお願いするものであり、当

年度未処分利益剰余金３億１４０万６,２６２円のうち、減債積立金の使用に伴

い発生したその他未処分利益剰余金変動額と同額分５,３３６万９,０５３円を資

本金へ組み入れ、残額の２億４,８０３万７,２０９円を翌年度へ繰り越すもので

ございます。 

 次に、８ページから１０ページまでの貸借対照表について御説明いたします。 

 まず、８ページの資産の部でありますが、１、固定資産は、（１）有形固定資

産から（３）投資その他の資産までの合計で５５億２,３２４万２,８２３円であ

ります。 

 ２、流動資産は、（１）現金預金から（４）その他流動資産までの合計で８億
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３５１万５,５５９円で、資産合計は６３億２,６７５万８,３８２円となります。 

 次に、９ページの負債の部でありますが、３、固定負債は、（１）企業債と

（２）引当金の合計で３１億５,８８３万３,８８０円となります。 

 ４、流動負債は、（１）企業債から（４）その他流動負債までの合計２億４,

２４９万６,４６５円となり、５、繰延収益３億９,４５１万９,６１０円を合わ

せた負債合計は、３７億９,５８４万９,９５５円となります。 

 次に、１０ページの資本の分では、６、資本金といたしまして１７億６,４６

６万６,１３８円、７、剰余金といたしまして、（１）資本剰余金４,６８２万３

８８円、（２）利益剰余金７億１,９４２万１,９０１円となり、資本剰余金と利

益剰余金を加えた剰余金合計は７億６,６２４万２,２８９円で、資本合計は２５

億３,０９０万８,４２７円となります。負債資本の合計は６３億２,６７５万８,

３８２円となり、８ページ、二重線を引いております資産合計の額と一致してお

ります。 

 次の１１ページ、１２ページは、会計処理の基準及び手続を注記として明示し

ております。 

 以上で、平成２８年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の

説明といたします。 

 なお、決算書の１３ページから３１ページまで決算附属書類を添付しておりま

すので、御参照の上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（南靖久議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 議事日程に従い、審議は留保といたします。 

 次に、日程第９、報告第７号「公益財団法人尾鷲文化振興会の平成２８年度事

業報告及び決算について」を議題といたします。 

 ただいま議題となりました報告第７号につきましては、朗読を省略し、直ちに

説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） それでは、報告案件について御説明いたします。 

 議案書の１２ページをごらんください。 

 報告第７号「公益財団法人尾鷲文化振興会の平成２８年度事業報告及び決算に

ついて」につきましては、生涯学習課長から説明いたさせますので、よろしくお

願い申し上げます。 
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議長（南靖久議員） 芝山生涯学習課長。 

〔教育委員会生涯学習課長（芝山有朋君）登壇〕 

教育委員会生涯学習課長（芝山有朋君） それでは、報告第７号「公益財団法人尾鷲

文化振興会の平成２８年度事業報告及び決算について」御説明いたします。 

 この報告は、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき報告するもので

あります。 

 平成２８年度事業報告及び決算の１ページをごらんください。 

 公益財団法人尾鷲文化振興会の概要であります。 

 ここには設立目的、基本財産、事業内容、役員構成が記載されており、これに

基づき運営しております。 

 ２ページ、３ページには、平成２８年度事業報告として、評議員会及び理事会

の開催状況について記載させていただいております。 

 次に、４ページをごらんください。 

 文化会館の管理運営の状況であります。 

 来館者数につきましては、下段の表のとおり合計４万７,２６５人で、昨年度

と比べ８,３７９人の増となっております。大ホールが３,３９６人の増、小ホー

ルは３,３３１人の増となっております。大ホールの増の主な要因は、貸し館事

業での三重県障がい者芸術文化祭が３日間にわたり開催されたことや、熊野古道

センター開館１０周年記念コンサートが行われたこと、また、自主事業でのせぎ

やま倶楽部の発表会が、一昨年が１回であったところ、昨年は２回開催されたこ

となどによるものであります。 

 次に、５ページには催物別利用状況を記載させていただいております。 

 次に、６ページ、７ページをごらんください。 

 これは、本振興会が主催した事業であります。 

 コンサート、映画、せぎやま倶楽部の発表会、尾鷲節コンクールと夢舞台発表

会など、計１３回の事業を実施しております。 

 次に、８ページの貸借対照表をごらんください。 

 Ⅰ、資産の部ですが、１、流動資産と２、固定資産を合計した資産合計は５,

２９３万２,９２２円で、Ⅱ、負債の部では、１、流動負債と２、固定負債を合

計した負債合計が１,２８５万２,５８９円となり、資産合計から負債合計を差し

引いた額４,００８万３３３円が一般正味財産となり、負債及び正味財産合計と

資産合計が一致するものであります。 
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 次に、９ページの正味財産増減計算書をごらんください。 

 （１）経常利益の内訳は、①基本財産運用益が３万１,５００円、これは、基

本財産受取利息であります。 

 次に、②事業収益が１,０７６万９,１３０円で、内訳といたしまして、入場料

収益が２８５万５,５３３円、刊行物等販売収益が２３万５,１９７円、これは、

自販機売捌手数料及び刊行物等物販手数料であります。貸館利用料収益が７６７

万８,４００円となっております。 

 次に、③雑収益は、公衆電話通話料等の１,９２０円であります。 

 ④管理受託収益は４,９８５万円で、これは、尾鷲市と委託契約に基づく受託

費収益であります。 

 以上、経常収益計は６,０６５万２,５５０円であります。 

 次に、（２）経常費用の①事業費をごらんください。 

 このうち主な事業経費といたしましては、給料手当６９１万４,５０５円は職

員１名分の給料、臨時雇用賃金７７２万８,８４８円は嘱託職員３名分の賃金、

福利厚生費２２３万７,９２９円は職員１名、嘱託職員３名分の社会保険事業主

負担分であります。 

 光熱水費８２５万９,０１０円、賃借料１７６万６,８７５円につきましては、

それぞれ会館の電気代、水道代、映画フィルム賃借料等であります。 

 委託費１,９５３万３,０５７円は、自主事業公演委託料等であります。 

 手数料２０７万５４６円は、浄化槽保守点検等であります。 

 事業費計は５,３１４万９,６９７円となります。 

 次に、②管理費をごらんください。 

 この費用は、文化会館の維持管理に係る経費であります。 

 このうち主なものは、臨時雇用賃金２８０万２,２８５円は、嘱託職員１名分

の賃金であります。 

 次に、１０ページをごらんください。 

 委託費１３２万４,５６１円は、会館保守管理業務委託費であります。 

 経常費用計につきましては５,９６０万９,０９７円となり、経常収益計から経

常費用計を差し引いた額１０４万３,４５３円が当期経常増減額となります。 

 この当期経常増減額から法人税、住民税及び事業税４２万４,８００円を差し

引いた６１万８,６５３円が当期一般正味財産増減額となり、当期一般正味財産

増減額に一般正味財産期首残高３,９４６万１,６８０円を加えますと、一般正味



－２０－ 

財産期末残高は４,００８万３３３円となり、８ページの貸借対照表の正味財産

合計と同額となります。 

 次に、１１ページから１２ページまでは、先ほど説明いたしました正味財産計

算書の内訳表であります。 

 公益財団に認可されたことにより、平成２４年度までは法人会計のみの経理で

よかったものが、平成２５年度からは公益目的事業会計、収益事業会計、法人会

計の経理が必要となっております。 

 公益目的事業会計は、公益目的事業を実施する会計であり、文化振興会が実施

する自主事業及び尾鷲節コンクール等の共催事業並びに貸し館事業でありますが、

教育委員会が実施している成人式等も公益目的事業として取り扱われております。 

 公益財団法人事業を毎年度継続していくためには、公益比率が５０％を超える

ことが条件となっております。平成２８年度の公益比率は７９.８％ですので、

公益目的を果たしているものであります。 

 また、公益目的事業会計の経常収益計の金額よりも、経常費用計の金額が上回

ることが必要であります。これは、１１ページの経常収益計が４,５９４万６,９

９９１円に対しまして、１２ページの経常費用計が４,７５６万７,０６２円であ

り、１６２万７１円上回っておりますので、条件を満たしているものであります。 

 次に、収益事業等会計は、主に営利を目的とした貸し館に係る会計であり、法

人会計は文化会館の維持管理をするための文化振興会の運営等に係る会計であり

ます。 

 次に、１３ページには財務諸表に対する注記として、重要な会計方針と基本財

産及び特定資産の増減額及びその残高の内訳を記載しております。 

 基本財産の定期預貯金３,０００万円は、ごらんの金融機関に預貯金されてお

ります。特定資産の当期増加額は７０万１,３２２円で、当期末残高合計は４,７

８３万６,５１６円となります。 

 次に、１４ページは固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高の内

訳であります。 

 次に、１５ページは財産目録ですが、貸借対照表の詳細になります。 

 Ⅰ、資産の部では、流動資産合計５０２万５,１７４円と固定資産合計４,７９

０万７,７４８円を合わせた資産合計は５,２９３万２,９２２円であります。Ⅱ、

負債の部では、１５ページの流動負債合計２００万６,６１８円と固定負債合計

１,０８４万５,９７１円を合わせた負債合計は１,２８５万２,５８９円となり、
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資産合計から負債合計を差し引いた正味財産は４,００８万３３３円となります。 

 次に、１６ページには、５月３０日に実施しました監査報告書を添付しており

ます。 

 以上をもちまして、報告第７号「公益財団法人尾鷲文化振興会の平成２８年度

事業報告及び決算について」の説明とさせていただきます。 

議長（南靖久議員） 以上で説明は終わりました。 

 これより報告第７号に対する質疑に入ります。 

 ただいまのところ、質疑の通告はございません。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（南靖久議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 ただいまの議題につきましては、報告案件でございますので、これをもって終

結いたします。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 以後、会期日程表のとおり、あす７月５日から７月９日まで休会とし、１０日

月曜日午前１０時より本会議を開きますので、よろしくお願いいたします。 

 本日はこれにて散会をいたします。 

〔散会 午前１１時０１分〕 
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